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網走開発建設部

国土交通省
北海道開発局令和５年度からのさらなる加速化にむけて

• 令和４年度においても流域治水プロジェクトの取組が全国で進展しています。

• 令和５年度からの予算制度の拡充、流域治水施策集等の公表や水害リスクの見える化等により、流域治水の
現場レベルでの実践をさらに加速化していきます。
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立地適正化計画 公表済み

北海道開発局管内 立地適正化計画作成状況 （R5.5現在）

コンパクトシティモデル都市

立地適正化計画 作成中

立地適正化計画 未作成

都市計画区域 未指定

多くの地方都市では、急激な人口減少と高齢化に直面し、低密
度な市街地の形成が進行。
今後も都市を持続可能なものとしていくためには、社会利便性
の維持向上 、地域経済の活性化 、行政コストの削減 が見込ま
れるコンパクト プラス ネットワーク形成が重要。
こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となって
コンパクトなまちづくりに取り組んでいくため平成２６年に立地適正
化計画制度を制定。

計画策定背景

・都市機能誘導区域（生活サービス
（医療・福祉・商業等）を誘導するエ
リア）と居住誘導区域（居住を誘導し
人口密度を維持するエリア）を設定

・災害リスクの高い地域は居住誘導
区域から原則除外し、災害リスクに
対しては、立地適正化計画に防災指
針を定め計画的かつ着実に必要な
防災・減災対策を検討

計 画 概 要

計画策定効果と国の支援

・公共交通を利用しやすく、まちなかでの滞在時間が
増えることにより中心市街地の消費量が増加
・一定密度の集約市街地を形成することによりホーム
ヘルパーのサービス提供量の増加や人手不足の緩和

・国土交通省補助メニューのうち立地適正化計画の策
定が事業要件や国費率嵩上げ要件となる事業も多数

立地適正化計画公表済み
（防災指針含む）

立地適正化計画公表済：37箇所
立地適正化計画作成中：14箇所

自治体名 公表日
防災
指針

札幌市 H28.8.1

函館市 H30.4.1

旭川市 H30.10.1

室蘭市 H31.3.22

釧路市 H31.3.28

夕張市 R3.3.31 ○

網走市 R4.5.2 ○

苫小牧市 R5.3.20 ○

稚内市 R5.4.1 ○

美唄市 H31.3.29

芦別市 R5.4.1 ○

士別市 R1.8.1

名寄市 R2.4.1

三笠市 R5.4.1 ○

千歳市 R4.4.1 ○

滝川市 R5.3.31 ○

歌志内市 R4.7.29 ○

富良野市 R5.3.28 ○

登別市 R4.3.31 ○

深川市 R3.3.1

北広島市 H31.4.1

石狩市 R2.4.1

当別町 R2.3.25

福島町 H31.3.18

七飯町 R3.3.31 ○

八雲町 H31.4.1

長万部町 R3.10.1 ○

江差町 R2.4.1

古平町 H31.1.21

南幌町 R5.4.1 ○

鷹栖町 H29.11.30

東神楽町 H30.4.6

白老町 R4.12.6 ○

厚真町 R4.7.27 ○

新得町 R4.4.1 ○

芽室町 H31.3.29

弟子屈町 R5.3.31 ○

立地適正化計画を公表済みの自治体
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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〈流域治水施策集の特徴〉
①施策の実施主体別の目的・役割分担等がわかるよう一覧で整理
②流域治水の実践において参考となるよう、各施策の概要・推進上のポイント等をとりまとめ
③令和５年３月にVer2.0に更新。Ver1.0の内容に加え、山地や海岸における対策やコラム等の追加を実施

流域治水施策の実施主体別の目的・役割分担等一覧化（目次）

施策の目的 目的・実施主体別の施策

実施主体

施策の根拠となる法令、法定計画等

予算・税制

（流域治水施策集 ホームページURL：
https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/gaiyou/panf/sesaku/index.html）

流域治水施策集 ～「流域治水」の実践に向けて、流域の関係者に共有・活用します～
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流域治水施策集（令和5年3月）
発行：国土交通省水管理・国土保全局治水課

流域治水の推進

特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践

流域治水プロジェクト 紹介動画（4分） 流域治水施策集
目 的 と そ れ ぞ れ の 役 割
Ver2.0 水害対策編
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本施策集について

流域治水の推進

近年、平成30年7月豪雨や、令和元年東日本台
風（台風第19号）など、全国各地で豪雨等による
水害や土砂災害が発生するなど、人命や社会経済
への甚大な被害が生じています。

これらを踏まえ、国土交通大臣から社会資本整
備審議会会長に対して、「気候変動を踏まえた水
災害対策のあり方について」が諮問され、令和２
年７月に答申がとりまとめられました。

この答申を踏まえ、気候変動に伴い頻発・激甚
化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主
流となる社会を目指し、「流域治水」の考え方に
基づいて、堤防整備、ダム建設・再生などの対策
をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域
にわたる流域のあらゆる関係者で水災害対策を推
進します。

～これからは流域のみんなで～

「流域治水」とは、気候変動の影響による水災
害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダ
ムの建設・再生などの対策をより一層加速すると
ともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）か
ら氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想定される
地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協
働して水災害対策を行う考え方です。

治水計画を「気候変動による降雨量の増加など
を考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域の
みならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉
え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防
ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための
対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対
策をハード・ソフト一体で多層的に進めます。

この施策集は、流域の関係者間で「流域治水」
を実践する際に活用されるよう、各施策の目的・
実施主体・支援制度・推進のポイント等を分かり
やすく簡潔にまとめたものであり、地域の特性等
に応じた各施策の効果的な実践や、関係者間の連
携につながることを期待するものです。

Ver2.0 「水害対策編」では、山地や海岸におけ
る対策等も追加し、主に河川やそこに雨水が流入
する集水域、河川からの氾濫等で被害が生じる氾
濫域における主な対策についてまとめています。
今後、施策集の内容の更新や充実等を継続的に

図っていく予定です。
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目次では、流域治水の全体像を俯瞰した上で、各施策の実施主体となる者が、目的に応じ
て、何を根拠として何に取り組むと良いかがわかるように、施策の目的・実施主体・根拠法
令・法定計画等を一覧にしました。

あわせて、取組の実施の際に活用できる予算・税制についても記載しています。

この目次を活用して、各関係者において、施策の具体化や既に実施されている施策の点検・
改善等に役立てることを想定しています。

流域治水の役割分担が分かる目次

施策集の使い方①

目的・実施主体別の施策 施策の根拠となる法令、法定計画等施策の目的

実施主体 予算・税制

流域治水の３つの対策の柱に基づき、目的を細分化した上でハード・ソフトの施策を一覧化

3
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各施策の概要・ポイント等をとりまとめ

施策集の使い方②

それぞれの施策のページでは、目次で整理した目的・実施主体別の施策毎に、施策の内容・効果、
予算・税制・技術的支援、推進上のポイントなどをまとめ、紹介しています。

各施策について、目次で整理している
・目的
・実施主体
・根拠法令・計画等

を記載し、位置付けや役割分担を明確化

施策の内容・効果を詳述するととも
に、国による支援として、予算・税制
に加え、ガイドラインや通知・運用等
の技術的支援について記載
※ガイドライン・手引き等について、国が策定

者となる場合は記載を省略している

これまでの施策の運用状況等を踏まえた
施策推進のポイント、留意点等をまとめ

施策・制度に係る問合せ先を記載

4
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目的 施策 実施主体

避難の確保（平時）
●河川管理者
●下水道管理者　●市町村

���リスク空白域の解消
（浸水想定区域・ハザードマップ）

避難の確保（災害時） ●市町村　●個人
●気象庁　●河川管理者

��	 迅速・円滑な避難
（避難のための情報発信）

��


�� 用排水施設・ポンプ（農業水利施設） ●国・都道府県
●農業水利施設管理者 等

河川への流出抑制
市街地等の浸水の防止

●市町村・都道府県�	 雨水貯留浸透施設（調整池・公共施設）

貯留機能の保全（浸水の許容） ●都道府県等��� 貯留機能保全区域

●農業者���「田んぼダム」

森林の浸透・保水機能の発揮 ●国・都道府県・市町村
●森林所有者等

��� 森林整備・治山対策

流木による被害の防止 ●国・都道府県�� 流域流木対策

新たな居住に対し、立地を規制する
居住者の人命を守る

●都道府県��� 浸水被害防止区域
●市町村・都道府県��	 災害危険区域

市街地等の浸水の防止 ��� 雨水貯留浸透施設（民間施設）

氾濫拡大の抑制 ●水防管理者��� 浸水被害軽減地区（盛土構造物等）

災害復旧（洪水氾濫の防止）
●河川管理者��� 流域治水型災害復旧（遊水地・輪中堤）
●河川管理者��� 災害復旧（遊水地内の迅速な土砂撤去）

●市町村　●施設管理者��� 要配慮者利用施設の避難確保計画・訓練

農地等の浸水の防止

●市町村・都道府県
●農業者

��� ため池の活用

●市町村��� 居住誘導区域、防災指針

●国・都道府県・市町村��� 防災まちづくり連携土砂災害対策

１
氾
濫
を
防
ぐ
・
減
ら
す

２
被
害
対
象
を
減
ら
す

洪水氾濫の防止

洪水氾濫の防止（排水元の管理者の
責任で 設置・管理することが原則）

津波・高潮による氾濫の防止

●河川管理者�� 河道掘削・築堤・引堤・放水路、
ダム・遊水地、輪中堤

●ダム管理者�� ダム事前放流

��高台まちづくり 避難路・避難施設等の確保 ●市町村
●民間事業者

●民間事業者・個人

施策コラム①霞堤の活用 ... p.9
施策コラム②特定都市河川 ... p.23

施策コラム③水害リスクマップ ... p.33
施策コラム④水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進... p.39

●施設管理者�� 排水施設・ポンプ（普通河川・水路）

排水区域内の浸水の防止 ●下水道管理者�
 雨水貯留浸透施設（下水道）

●河川管理者� 排水施設・ポンプ（河川）

●海岸管理者�� 海岸保全施設の整備 
（流域の関係者との土砂融通による砂浜の保全・再生）

��

内水の排除（排水元の管理者の責任で
 設置・管理することが原則）

●下水道管理者排水施設・ポンプ（下水道）

経済影響の軽減等
●市町村・都道府県
●民間事業者

浸水対策（耐水化・止水壁等）

●市町村��� 住居の集団移転

●市町村��� 住居の個別移転

既存の住居に対し、
住まい方を工夫する

●市町村・都道府県��
 住宅等の防災改修
（嵩上げ・ピロティ化等）

土砂・洪水氾濫の防止 ●国・都道府県��� 土砂・洪水氾濫対策

既存の住居に対し、
移転を促す

防災まちづくり

３
被
害
の
軽
減
・
早
期
復
旧
等

5

流域治水施策集 河川区域における対策
※海岸の場合は海岸保全区域における対策

集水域における対策 氾濫域における対策

○：今回追加

根拠法令等 法定計画等（　）内は運用 予算・税制 ����

水防法 大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針） 水害リスク情報整備推進事業
内水浸水リスクマネジメント推進事業 等

災害対策基本法　気象業務法　水防法

土地改良法 土地改良長期計画

特定都市河川浸水被害対策法
施設に係る法令・条例等

流域水害対策計画

特定都市河川浸水被害対策法 流域水害対策計画 固定資産税等の特例措置

土地改良法
農業の有する多面的機能の発揮の促進
に関する法律

土地改良長期計画

森林法 森林・林業基本計画
森林整備保全事業計画　等

森林整備事業
治山事業　等

砂防法
森林法

土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画
森林・林業基本計画　等

砂防事業
治山事業　等

特定都市河川浸水被害対策法 流域水害対策計画 -

建築基準法（規制内容は条例で規定） - -

下水道法　特定都市河川浸水被害対策法
施設に係る法令・条例等

流域水害対策計画

水防法 - 固定資産税等の特例措置

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 （流域治水型災害復旧） 河川等災害復旧事業

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 - 河川等災害復旧事業

水防法 -

土地改良法 土地改良長期計画

都市再生特別措置法 立地適正化計画
都市再生整備計画

コンパクトシティ形成支援事業
都市構造再編集中支援事業 等

砂防法　都市再生特別措置法　等 立地適正化計画　市町村管理構想　等 まちづくり連携砂防等事業 等

河川法
特定多目的ダム法　水資源機構法

河川整備計画
多目的ダムの建設に関する基本計画

河川法、個別の法令等
（電気事業法、土地改良法、水道法等）

ダム洪水調節機能協議会
（治水協定）

都市計画法 - 都市安全確保拠点施設整備事業
固定資産税等の特例措置

施策コラム⑤民間企業のTCFD開示をサポート... p.40
施策コラム⑥事業継続力強化計画認定制度 ... p.41

国営かんがい排水事業
農村地域防災減災事業 等

-- -

特定都市河川浸水被害対策推進事業
流域貯留浸透事業

農地耕作条件改善事業
多面的機能支払交付金 等

下水道法 下水道事業計画 下水道浸水被害軽減総合事業
大規模雨水処理施設整備事業 等
下水道浸水被害軽減総合事業
特定都市河川浸水被害対策推進事業 等
農村地域防災減災事業
水利施設管理強化事業 等

一般河川改修事業　直轄ダム建設事業
水資源機構事業 等

利水ダム治水機能施設整備費補助
固定資産税の特例措置

河川法
特定都市河川浸水被害対策法

海岸法

河川整備計画
流域水害対策計画

海岸保全基本計画
総合土砂管理計画

流域治水整備事業
特定都市河川浸水被害対策推進事業 等

海岸保全施設整備事業
津波対策緊急事業　等

下水道法 下水道事業計画 下水道浸水被害軽減総合事業 等

水防法 大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針） 下水道浸水被害軽減総合事業 等
固定資産税の特例措置

※根拠法令等には関連法令も含む

防災のための集団移転促進事業に係る
国の財政上の特別措置等に関する法律

集団移転促進事業計画 防災集団移転促進事業

- - がけ地近接等危険住宅移転事業

- - 災害危険区域等建築物防災改修等事業

砂防法 土砂・洪水氾濫対策計画 大規模特定砂防等事業　等

大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針）
-大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針）
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住民や民間企業等のあらゆる関係者が、流域治水の取組を持続的・効果的に進めるための普及施策
について検討するため、様々な専門分野の有識者による検討会を令和５年４月に設置し議論
同年７月を目途に流域治水の推進に向けた普及施策の体系化と行動計画を策定予定

水災害対策に関するアンケート調査によれば、「流域治水」について内容を含め
よく知っていると答えた方は、２割程度。また、７割以上がハザードマップ等に
より水害リスクを確認しているものの、マイ・タイムラインの作成は、１割弱。

≪委員≫
伊東 香織 岡山県 倉敷市長
今若 靖男 全国地方新聞社連合会 会長

（山陰中央新報社 取締役東京支社長）
加藤 孝明 東京大学生産技術研究所 教授
小池 俊雄 国立研究開発法人

土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長
河野 まゆ子 株式会社ＪＴＢ総合研究所 執行役員 地域交流共創部長
指出 一正 株式会社 sotokoto online 代表取締役
佐藤 健司 東京海上日動火災保険株式会社 公務開発部 次長
佐藤 翔輔 東北大学災害科学国際研究所 准教授
下道 衛 野村不動産投資顧問株式会社 執行役員 運用企画部長
知花 武佳 政策研究大学院大学 教授
中村 公人 京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻 教授
松本 真由美 東京大学教養学部附属教養教育高度化機構 客員准教授
矢守 克也 京都大学防災研究所 教授
吉田 丈人 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす
流域治水の自分事化検討会

⇒自分事化の機会創出に向けた、自発的な取組
を促す施策（行政からの働きかけ）を検討

第１回検討会の様子（会場参加）

水災害の意識の高まりを実際の行動につなげて
いく「自分事化」を推進。認知と行動のギャッ
プを埋めていく。

（オンライン参加）

⇒水災害リスクを確認している人は多いが、実際の行動に結びついていない現状。

現状・課題

Ｑ.あなたは、お住まいの地域の「水害リスク」を確認したことがありますか

Q．「流域治水」について知っていましたか

方向性

第１回：令和５年４月28日（金）10時-12時
・流域治水の自分事化に向けた論点整理、取組事例の紹介、今後の進め方について

第２回：令和５年５月25日（木）13時-15時
・委員からの取組事例紹介、とりまとめ骨子（施策の体系化、行動計画、新規施策）

第３回：令和５年６月頃（日時未定）
・とりまとめ案（施策の体系化、行動計画、新規施策）

水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす

流域治水の自分事化検討会
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令 和 ５ 年 ６ 月 1 4 日 

      水管理・国土保全局河川計画課 
 
 

 

流域治水を自分事として理解してもらうための取組を検討します 
～流域治水推進のための普及施策のとりまとめに向け、第３回検討会を開催～ 

 

住民や民間企業等のあらゆる関係者が、流域治水の取組を持続的・効果的に進めるため

の普及施策について検討する、「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増や

す流域治水の自分事化検討会（第３回）」を６月 19 日（月）に開催します。 

 

国土交通省では、令和５年４月に「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体

を増やす流域治水の自分事化検討会」を設置し、住民や民間企業等のあらゆる関係者が、

流域治水の取組を持続的・効果的に進めるための普及施策の検討を進めております。第３

回検討会では、普及施策のとりまとめ（案）について議論を行います。 

 

■ 開催概要 

（１）日時  ：令和 5年 6 月 19 日(月)15:00～17:00 

（２）開催方法：合同庁舎 3 号館 1階局議室および Web 会議併用 

（３）委員等 ：別紙のとおり 

（４）議題  ： 

・とりまとめ（案） 

（５）取材等 

・本検討会は WEB 上でのみ傍聴が可能です。回線容量の都合上、傍聴の接続は１人・１

社（団体）につき１回線とさせていただきます。 

・WEB での傍聴を希望される方は、６月 16 日（金）12：00 までに以下のとおりメール

にてご連絡ください。期日までにご連絡いただいた方に WEB 会議傍聴用 URL および

会議資料を送付します。 

  件 名：【WEB 傍聴希望】（第３回）流域治水の自分事化検討会 

  本 文：氏名（ふりがな）、所属、連絡先（電話番号、メールアドレス） 

  送付先：hqt-ryuiki-chisui_wagakotoka■gxb.mlit.go.jp（■を@に置き換えてください。） 

・また、報道関係者に限り現地取材が可能ですが、冒頭あいさつまでとさせていただき

ます。現地取材をご希望の場合は、傍聴登録とあわせてその旨をお知らせください。 

・資料及び議事要旨は、後日国土交通省ウェブサイトに掲載する予定です。 

 

 

【問い合わせ先】 国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 山本、磯邊 

TEL：03-5253-8111（内線 35382、35393）、03-5253-8443（直通） 
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水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を 

増やす流域治水の自分事化検討会 

委員名簿 
 
 

委員 
伊東 香織  岡山県 倉敷市長 
今若 靖男 全国地方新聞社連合会 会長 
       （山陰中央新報社 取締役東京支社長） 

加藤 孝明 東京大学生産技術研究所 教授 
小池 俊雄    国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長 
河野 まゆ子   株式会社ＪＴＢ総合研究所 執行役員 地域交流共創部長 
指出 一正  株式会社 sotokoto online 代表取締役 
佐藤 健司   東京海上日動火災保険株式会社 公務開発部 次長 
佐藤 翔輔   東北大学災害科学国際研究所 准教授 
下道 衛    野村不動産投資顧問株式会社 執行役員 運用企画部長 
知花 武佳   政策研究大学院大学 教授 
中村 公人   京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻 教授 
松本 真由美  東京大学教養学部附属教養教育高度化機構 客員准教授  
矢守 克也   京都大学防災研究所 教授 
吉田 丈人   東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 
 
 

（敬称略、五十音順） 
 

 

別紙 
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今後のスケジュール（予定） ※令和5年７月現在の予定

流域治水協議会

令和4年3月

令和４年７月

網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会

令和４年２月

網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会

令和５年３月 網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会

令和５年２月

令和３年度

令和5年度

網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会（事前協議）

網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会（事前協議）

令和４年７月以降

各自治体との打合せ、各自治体ヒアリングの実施

フォローアップ結果報告、プロジェクトメニューの追加など

※打合せは担当者レベルの参加を想定
流域治水メニューの検討について

各自治体フォローアップの実施

令和５年１月～２月

令和４年度

令和５年７月 湧別川、渚滑川流域治水協議会

令和６年１月～２月（予定）

令和６年３月 湧別川、渚滑川流域治水協議会

令和６年２月 湧別川、渚滑川流域治水協議会（事前協議）

フォローアップ結果報告、プロジェクトメニューの追加など

各自治体との打合せ、各自治体ヒアリングの実施

各自治体フォローアップの実施
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